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＜目的＞ 外回り清掃

＜成果＞

トイレ（洗面台）の清掃
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地域連携活動の概要

連携先の企業等の意⾒または評価

住 所 東京都新宿区⻄落合2-20-16 POEMビル1F 管理者名 榊原 永幸

就労継続支援Ａ型事業所における地域連携活動実施状況報告書

事業所名 ストローク・サービス 事業所番号 1310401227

＜活動場所＞新宿区立新宿リサイクル活動センターにおける日常清掃および定期清
掃。
＜実施日時＞日常清掃においては休館日（毎週月曜定休、祝日においては翌日、年
末年始）を除く毎日実施（8:00〜17：00）。定期清掃は月1回実施。
＜作業内容の概要＞日常清掃においては、館内共有部床面、水回り、事務スペース、
会議室、リサイクルショップ内、外回り、トイレ清掃等を実施。定期清掃において
は共有部床面を中心にワックスがけ等を実施。
＜利用者数＞日常清掃においては各日午前1〜2名、午後1〜2名の利用者を登用。登
録者22名のうち8名が従事。定期清掃においては各回1名を登用。

新宿区⺠全体に対する3R推進への啓発を行っている当該施設においては、同
時に障害者の就労⽀援も積極的に行っている。新宿区⺠の利用者を多く擁する
当事業所としても、障害を抱えながらも地域の中で、社会参加意識を持ちなが
ら働くことが重要であると考えている。働いている利用者にとっては、障害に
対する理解が得られている中で安心して継続的に仕事ができることが最大のメ
リットであると考える。

・就労環境が整った当該施設で安心して作業ができるため、障害を持ちながら
も「体調を維持しながら就労を続けていく」大切さを日々の就労訓練を通して
学べており、就労日数や就労時間を増やしている。
・当該施設を施設外就労の場とすることで、生産活動の収益に大きく寄与して
いる。＜年間5,630,400円（消費税抜）、日常清掃分＞

【意見・評価】
・新宿区立新宿リサイクル活動センターは平成25年11月に新宿区が複合施設として開設しました。
当法人は指定管理者として当該施設を運営していますが、ストローク・サービス様には施設開設時から日常清掃及び定期清掃のほか、
特別清掃（窓清掃、ブラインド清掃等）、害虫駆除清掃など 広範囲な清掃業務を受託していただき、館内の美化保持に貢献して
いただいています。当法人は障害者に対する就労⽀援を事業の一つとして位置づけており、地域の中で障害をお持ちの方がいきいきと
働き社会参加を応援していくことは、就労継続⽀援Ａ型事業所を運営する貴法人の目的と一致するところです。

・貴法人に委託している清掃業務は多岐に渡りますが、利用者が清掃作業を忘れないよう、清掃業務に関する仕様書に沿った細かな
業務日報により自己点検をするなどの工夫をされている点は、大いに評価できます。

【今後の課題】
・新型コロナウィルス感染症の感染防止のため、引き続き館内利用者が使用した机・椅子などのアルコール消毒やドアノブ、
手すりの消毒など機敏な対応を継続していただきたいと考えています。
アフターコロナを見据えて、作業をする利用者の方の安全配慮に十分に努め、情報共有を図りながら当施設の運営にご協力


